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・報告全体について：
工場法から見る過重労働対策・過労死防止への時代の流れ

・問題点：戦前の工場法の限界はどこにあったのか

・論点：工場法制定への現状調査と報告の制度とその重要性
・イギリス：「工場監督官報告」 ・日本：「職工事情」

・論点：イギリス・ １９１６年工場法：
子供・女性のみへの時間制限・１２時間と深夜労働禁止
・何故、子供・女性から労働時間制限が始まるのか？

イギリスでも「男は外で沢山働け」か？

◇報告の論点へのコメント １／６
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工場法成立の歴史 それは労働運動の成果

綿繊維労働者労働者のストライキ １８６１年
玉川寛治『資本論と産業革命の時代』より

※出典：高田好章・立命館大学経済学部講義資料[2019年]より
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・問題点： 戦後の労働法制の限界： 何が限界を生んだのか

・論点： ＩＬＯ条約：日本の対応： 戦前の限界・ILO加盟したが
戦後の現在：労働時間関係の条約では批准なし

ＩＬＯ条約：１号条約（１日８時間・週４８時間制）、４７号（週４０時
間制）、１３２号（年次有給休暇）、１４０号（有給教育休暇）など
１８本ある労働時間・休暇関係の条約を、今も１本も批准せず

・参考資料：
日本が未批准のＩＬＯ条約にはどんなものが？2001年3月24日「しんぶん赤旗」

https://www.jcp.or.jp/faq_box/002/20_0324_faq_ilo_.html

ＩＬＯ一号条約 日本が批准していないのは？2003年4月23日(水)「しんぶん赤旗」

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik2/2003-04-23/2003-0423faq.html
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◇報告の論点へのコメント ２／６



ＩＬＯ条約 2022-09-28現在
条約総数 ：１９０
廃止・撤回条約： ３５
現在条約数 ：１５５
日本批准済 ： ４２
日本の批准率 ：２７％

約４分の１
※白色の部分が日本未批准
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ＩＬＯ 国際労働機関
ホームページから
条約一覧：190の条約

https://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/lang--ja/index.htm    2022-09-28閲覧



https://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/lang--ja/index.htm    2022-09-28閲覧
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1:労働時間（工業）、1919年
6:年少者夜業（工業）、1919年
14:週休（工業）、1921年
20:夜業（パン焼工場）、1925年
30:労働時間（商業及事務所）、

1930年
47:40時間制、1935年
49:労働時間短縮（硝子ビン工場）、

1935年
52:有給休暇、1936年
63:賃金労働時間統計、1938年

79:年少者夜業（非工業的業務）、1946年
89:夜業（婦人）（改正）、1948年
90:年少者夜業（工業）（改正）、1948年
101:有給休暇（農業）、1952年
106:週休（商業及び事務所）、1957年
132:有給休暇（改正）、1970年
140:有給教育休暇、1974年
153:労働時間及び休息期間（路面運送）、

1979年
171:夜業、1990年

◇労働時間・休暇に関する条約 ※ １８の条約すべて日本は未批准

ＩＬＯ 国際労働機関のホームページから
https://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/lang--ja/index.htm    2022-09-28閲覧
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・論点： 労働安全衛生法の制定：１９７２年！
法律にすることの遅さ、「規則」で対応：労働災害への軽視

・論点： それは製品の安全性でも同じ：
水俣病 イタイイタイ病 ヒ素粉乳中毒、
米ぬか油中毒：カネミ油症事件1968・ＰＣＢ 等々

※日本の国民・労働者への「健康権」への政策欠如
憲法２５条：健康的で文化的生活・・・・ への欠如

・論点：対策をとれば、労働災害は激減する：
報告の中の死傷者数の表
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◇報告の論点へのコメント ３／６



・問題点： 過労死・過労自殺問題

・論点：電通事件最高裁判決：安全配慮義務：事業者の責務
やっと２０００年になって：
発症・自殺：１９９１年 遺族には長い道のり
・電通事件最高裁判決から過労死防止運動へ

・論点： 安全配慮義務：労災計画のみ
法制化はできなかったのか。

・論点：過労死防止法制定：［２０１４年］
しかし、又々、第２の電通事件が・・・・ ［２０１５年］ 今も！！
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◇報告の論点へのコメント ４／６



・問題点： 過労死防止運動・法制化への進展

・論点：名前を付けることが社会運動への前提
・「過労死」の用語の初出：
細川汀(みぎわ)さん ：「過労死」の語の名付け親の一人。

細川汀・上畑鉄之丞・田尻俊一郎 編著
『過労死 脳・心臓系疾病の業務上認定と予防』労働経済社 1982

・論点：「社会運動」が重要な役割を担う
国民の大部分が労働者（働く人々）、働く人々の社会運動
過労死防止法制定運動が成功した要因をくみ上げること

・論点：何故、労働運動から、命の問題を第一に取り上げないか
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◇報告の論点へのコメント ５／６



2012年1月21日
過労死防止法 街頭署名
森岡孝二さんの訴え

2014年6月20日
過労死防止法
成立・記者会見

11
※出典：『森岡孝二先生追悼記念誌』より



2012-06-06 小宮山洋子厚生大臣へ

2014-05-23 衆議院厚生労働委員会にて
過労死等防止対策推進法案起草の件

2014-06-20 
・法案成立・報告集会
・乾杯
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※働き方ASU-NET：動画チャンネル（制作中）掲載写真より



・問題点： 過労死法制定後、様々な過労死防止の施策

・論点：過労死防止が国の責務：
厚労省の審議会：「過労死等防止対策推進協議会」

・論点： 「過労死防止大綱」の制定
・改訂３年毎に、経営者・研究者・当事者（遺家族）の協議

研究者・過労死防止学会代表幹事：家族のタッグ

・論点：過労死防止シンポジウム：
毎年１１月に全国の労働局主催で開催、統一性の問題

・論点：啓発授業の開催：高校・大学等、厚労省の管轄・統一性無
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◇報告の論点へのコメント ５／６



2016年12月9日
立命館大学にて
講師：森岡孝二さん

西垣迪世さん

2019年6月27日
立命館大学にて
講師：弁護士 清水亮宏さん

遺家族

啓発授業

※出典：高田好章ホームページより
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・問題提起：これまでの経験から様々な事柄

・提起：３６協定に対する企業任せの行政、企業は善人ではない

・提起：労働運動の重要性：
労働時間に対する運動・政策推進の欠如

・提起： 「産業医」の問題点：企業よりか、労働者の味方か
＊過労死防止学会第８回大会で議論によせて

・提起： 入社時の思いで：８時間労働ではないの？
帰らない社員たち
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◇報告の論点へのコメント ６／６



□第１巻第８章 「労働日」 → 一日の労働時間
・独語: Der Arbeitstag : 1)仕事日・就業日 2)一日の労働(就業)時間
・英語：working day → workday：1)一日の勤務時間(数) 2)平日、仕事日

・搾取の制限のない当時のイギリスの現実と、対する闘争
・昼間労働と夜間労働・交替制
・労働日延長のための強制法
・標準労働日獲得のための闘争：１４世紀中葉から１７世紀末まで

１８３３年ー１８６４年のイギリスの工場立法
・イギリスの工場立法が他国に及ぼした反作用
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◇付録１／４ ： 『資本論』から学ぶこと １／２



□ 第１巻第１３章 「機械設備と大工業」

・工業化・機械化で人間の労働がどのように変化・必然的産物

・第３節：労働者のおよぼす機械経営の直接的影響
・資本による補助的労働力の取得。婦人労働および児童労働
・労働日の延長
・労働強化

・第５節：労働者と機械との闘争
・労働者と労働手段の闘い・ラダイト運動から

・第９節：工場立法・イギリスのおけるそれの一般化
・工場立法・計画的反作用・大工業の必然的産物 17

◇付録１／４ ： 『資本論』から学ぶこと ２／２



・「２４時間働けますか」 リゲインＣＭ １９８９年
http://matome.naver.jp/odai/2140445132829863301

※出典：高田好章・立命館大学経済学部講義資料[2019年]より
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◇付録２／４ ： テレビから漏れだす日本の現実 １／３

http://matome.naver.jp/odai/2140445132829863301


・子供にもリポビタン：「リポビタンＪｒ」
疲れてもがんばれ！ 小中学生：８～１４才

ツイッターで
話題に
なった

※出典：高田好章・立命館大学経済学部講義資料[2019年]より
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◇付録２／４ ： テレビから漏れだす日本の現実 ２／３



これ↓ おかしくないですか？
火曜ドラマ『わたし、定時で帰ります。』 2019年4月スタート

※出典：高田好章・立命館大学経済学部講義資料[2019年]より
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◇付録２／３ ： テレビから漏れだす日本の現実 ３／３



『出世する人、出世できない人：７０の法則』

５４番目：
出世する人は「残業しまくる」
出世できない人は「定時にさっさと帰る」

※出典：高田好章・立命館大学経済学部講義資料[2019年]より
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◇付録３／４ ：街の本屋の平棚に並ぶ本からみる日本の現実

本の表紙→



・電通事件と「電通鬼十則」

五、一度取り組んだら「放すな」
目的完遂までは殺されても放すな

４代目社長吉田秀雄（１９５１年）による
電通社員、通称「電通マン」の行動規範

※出典：高田好章・立命館大学経済学部講義資料[2019年]より
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◇付録４／４ ：又々、電通の登場ですが・・・

裏十則：５）取り組んだらすぐ放せ。馬鹿にされても放せ、火傷をする前に…
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＊高田好章のページ
http://ysweb.g.dgdg.jp/ytakada/
・研究の窓口のページ ・大学講義録のページ
・基礎経済科学研究所大阪第３学科のページ

以上です、ありがとうございます。
私のこれまでの勉学・研究成果などをサイトに掲載しています。
お時間があれば、以下のサイトもご覧ください


